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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸方向に向き合う一対の環状体の対向面にボールを収容する半球状のポケットを周方向
の複数箇所に有し、この一対の環状体が周方向に重なり合う対称形とされて一体化される
樹脂製の玉軸受用保持器であって、
　ポケットの内周面にボール接触面とボール非接触面とを設け、内周面のポケット周方向
中央部であって少なくとも径方向中央部に前記ボール接触面を形成するとともに、前記ボ
ール非接触面はボール接触面よりも反ボール側へ凹む凹部にて構成され、この凹部は少な
くとも一方の径方向端に開口しており、
　一方の環状体のポケットの周方向端部の外径側に、軸方向に延出する外径側凸部が形成
されると共に、該周方向端部の内径側に、軸方向に凹む内径側凹部が形成され、かつ、他
方の環状体のポケットの周方向端部の内径側に、軸方向に延出する内径側凸部が形成され
ると共に、該周方向端部の外径側に、軸方向に凹む外径側凹部が形成され、
　前記外径側凸部が前記外径側凹部に挿入され、かつ、前記内径側凸部が前記内径側凹部
に挿入された状態で、前記外径側凸部と前記内径側凸部が軸方向で係合し、
　前記外径側凸部と前記内径側凸部との係合面を、前記外径側凸部および前記内径側凸部
の基端側よりも先端側が厚肉となるように軸方向に対して傾斜させ、
　前記内径側凸部を前記外径側凸部よりも厚肉にしたことを特徴とする玉軸受用保持器。
【請求項２】
　ボール接触面は、ポケットの内周面のポケット周方向中央部における径方向中央部に形
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成され、ボール非接触面は、このボール接触面のポケット周方向両側に設けられる部位と
、軸受外径側の径方向端側に設けられる部位とからなるコの字状の凹部にて形成されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の玉軸受用保持器。
【請求項３】
　ボール接触面は内周面のポケット周方向中央部であって径方向両端に達する長円形部に
て形成され、ボール非接触面はこのボール接触面のポケット周方向両側に設けられる円弧
形状の凹部にて構成されるとともに、両凹部は径方向両端に開口することを特徴とする請
求項１に記載の玉軸受用保持器。
【請求項４】
　環状体の反合わせ側の外径部及び内径部に鍔部を設けたことを特徴とする請求項１～請
求項３のいずれか１項に記載の玉軸受用保持器。
【請求項５】
　環状体の反合わせ側の端面をフラット形状としたことを特徴とする請求項１～請求項４
のいずれか１項に記載の玉軸受用保持器。
【請求項６】
　保持器材料が、ポリアミド樹脂、ポリエーテルエーテルケトン樹脂、ポリフェニレンサ
ルファイド樹脂のいずれかを用いたことを特徴とする請求項１～請求項５のいずれか１項
に記載の玉軸受用保持器。
【請求項７】
　内輪と、外輪と、この内輪と外輪との間に介装されるボールと、このボールを保持する
保持器とを備えた玉軸受において、前記保持器に前記請求項１～請求項６のいずれか１項
に記載の玉軸受用保持器を用いたことを特徴とする玉軸受。
【請求項８】
　トランスミッションに適用されることを特徴とする請求項７に記載の玉軸受。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ボールを転動自在に保持する玉軸受用保持器、およびその保持器を外輪およ
び内輪間に組み込んだ玉軸受に関し、特に、オイル潤滑下で高速回転、低トルクを要求さ
れる用途で使用される軸受に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、発動機を有する車両のトランスミッションのギヤ支持軸には、深溝玉軸受やア
ンギュラ玉軸受などの各種の玉軸受が広く使用されている。
【０００３】
　一般に、玉軸受は、内輪と、外輪と、この内輪と外輪との間に介装されるボールと、こ
のボールを保持する保持器とを備える。そして、この外輪あるいは内輪のいずれか一方が
ハウジングなどの固定部分に装着され、他方が回転軸などの回転部分に装着される。
【０００４】
　保持器には樹脂冠型保持器を使用する場合がある。この樹脂冠型保持器は、耐摩耗性や
耐焼き付き性等に優れた樹脂からなり、環状の保持器本体の軸方向一端面に周方向に沿っ
て所定ピッチで配設される凹部を形成するとともに、この凹部の周方向に対向する開口端
から突出する一対の爪部を設けて、凹部と一対の爪部とでボールが収納されるポケットを
形成したものである。
【０００５】
　ところで、電動車両やハイブリッド車両においては、高速のモータ回転が入力されるた
め、回転軸などの回転部分は高回転となる傾向にある。その結果、潤滑不足、トルク（発
熱）、遠心力による保持器の変形などが問題となる。
【０００６】
　しかしながら、前記樹脂冠型保持器では、ボールを片側（軸方向一端側）のみから保持
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する形状である。このため、大きな遠心力が負荷された場合、不均等な変形によりボール
が脱落するおそれがあった。そこで、従来では、軸方向に向き合う２枚の環状体の対向面
にボールを収容する半球状のポケットを周方向の複数箇所に形成し、前記対向面を衝合さ
せて２枚の環状体を結合させた保持器がある。
【０００７】
　また、トルク（発熱）対策や軸受の表裏を無くすために、保持器形状を軸方向に対称と
するのが好ましい。このため、分割した保持器を合わせて結合する構造が不可欠となる。
このため、従来では、２個の環状体を相互に結合するための保持器構造が種々提案されて
いる（特許文献１～特許文献５）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００６－２２６４３０号公報
【特許文献２】特開２００６－２２６４４７号公報
【特許文献３】特開２００６－２２６４４８号公報
【特許文献４】特開２００８－６４２２１号公報
【特許文献５】特開２００９－２８１３９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、前記した従来の軸受用の保持器においては、鋼球（ボール）を保持するため
のポケットの内周面はボールに添うような単一の曲面にて構成されているものであって、
ボールによる油(グリース等の潤滑剤)のせん断抵抗が発生する。このせん断抵抗は、ポケ
ット内側とそのポケットに抱えられている鋼球（ボール）との間に形成された油膜をせん
断する時に発生する。また、ボールを覆う保持器ポケット内側との微少なスキマを潤滑剤
が通過する際の抵抗が発生する。このため、従来の保持器においては、低トルク化を実現
することは困難であった。
【００１０】
　そこで、本発明は斯かる実情に鑑み、低トルク化を実現できる玉軸受用保持器および軸
受を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の玉軸受用保持器は、軸方向に向き合う一対の環状体の対向面にボールを収容す
る半球状のポケットを周方向の複数箇所に有し、この一対の環状体が周方向に重なり合う
対称形とされて一体化される樹脂製の玉軸受用保持器であって、ポケットの内周面にボー
ル接触面とボール非接触面とを設け、内周面のポケット周方向中央部であって少なくとも
径方向中央部に前記ボール接触面を形成するとともに、前記ボール非接触面はボール接触
面よりも反ボール側へ凹む凹部にて構成され、この凹部は少なくとも一方の径方向端に開
口しており、一方の環状体のポケットの周方向端部の外径側に、軸方向に延出する外径側
凸部が形成されると共に、該周方向端部の内径側に、軸方向に凹む内径側凹部が形成され
、かつ、他方の環状体のポケットの周方向端部の内径側に、軸方向に延出する内径側凸部
が形成されると共に、該周方向端部の外径側に、軸方向に凹む外径側凹部が形成され、前
記外径側凸部が前記外径側凹部に挿入され、かつ、前記内径側凸部が前記内径側凹部に挿
入された状態で、前記外径側凸部と前記内径側凸部が軸方向で係合し、前記外径側凸部と
前記内径側凸部との係合面を、前記外径側凸部および前記内径側凸部の基端側よりも先端
側が厚肉となるように軸方向に対して傾斜させ、前記内径側凸部を前記外径側凸部よりも
厚肉にしたものである。
【００１２】
　本発明の玉軸受用保持器によれば、内周面にボール非接触面を設けたことによって、ポ
ケット内部側に潤滑剤の逃がし部を形成することができる。これによって、ポケット内部
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を潤滑剤が通過する際の抵抗を低減することができ、また、ボールとポケットとの間に形
成される油膜量を少なくできる。しかも、ボール非接触面を構成する凹部は、少なくとも
一方の径方向端に開口しているので、保持器の内周面とボール（鋼球）との間の余分な潤
滑剤をこの間から排出することができる。また、内周面中央部にボール接触面が設けられ
るので、ボール（鋼球）をこのポケット中央部に安定して保持することができる。
【００１３】
　ボール接触面は、ポケットの内周面のポケット周方向中央部における径方向中央部に形
成され、ボール非接触面は、このボール接触面のポケット周方向両側に設けられる部位と
、軸受外径側の径方向端側に設けられる部位とからなるコの字状の凹部にて形成されるも
のがある。このように設定することによって、内周面とボールとの間の潤滑剤を遠心力に
よって排出しやすくなる。
【００１４】
　ボール接触面は内周面のポケット周方向中央部であって径方向両端に達する長円形部に
て形成され、ボール非接触面はこのボール接触面のポケット周方向両側に設けられる円弧
形状の凹部にて構成されるとともに、両凹部は径方向両端に開口するものであってもよい
。このように設定することによっても、内周面とボールとの間の潤滑剤が軸受外径側及び
軸受内径側から余分な潤滑剤を排出することができる。
【００１５】
　環状体の反合わせ側の外径部及び内径部に鍔部を設けたものであってもよい。このよう
な鍔部を設けることによって、内部（軸受内部）への潤滑剤の流入の制限、及び内部（軸
受内部）からの外部への潤滑剤の流出を防止できる。
【００１６】
　環状体の反合わせ側の端面をフラット形状とするのが好ましい。このようにフラット形
状とすることによって、潤滑剤の攪拌抵抗を低減することができる。
【００１７】
　保持器材料が、ポリアミド樹脂、ポリエーテルエーテルケトン樹脂（ＰＥＥＫ）、ポリ
フェニレンサルファイド樹脂（ＰＰＳ）のいずれかを用いることができる。ポリアミド樹
脂としては、ＰＡ６６（ポリアミド６６）であったり、ＰＡ４６（ポリアミド４６）であ
ったり、ＰＡ９Ｔ（ポリアミド９Ｔ）であったり、ＰＡ１１（ポリアミド１１）であった
り、ＰＡ６（ポリアミド６）であったりする。ＰＡ６６等のポリアミド樹脂は、引張伸び
，引張強さ，耐衝撃性，耐摩耗性，潤滑性等に優れている。ＰＰＳ（ポリフェニレンサル
ファイド樹脂）は、高耐熱性、耐薬品性、精密成形性をもつエンジニアリングプラスチッ
クである。ＰＥＥＫ（ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂）は、熱可塑性樹脂としては
非常に高い耐熱性があり、耐疲労性に優れ、耐磨耗性や寸法安定性、耐薬品性にも優れて
いる。
【００１８】
　本発明の玉軸受は、内輪と、外輪と、この内輪と外輪との間に介装されるボールと、こ
のボールを保持する保持器とを備えた玉軸受において、前記保持器に前記玉軸受用保持器
を用いたものである。
【００１９】
　前記玉軸受をトランスミッションに適用するのが好ましい。トランスミッションは、エ
ンジンからの駆動力を変速して駆動軸などへ伝達する主変速機であり、マニュアルタイプ
とオートマチックタイプに大別され、また車輌の駆動方式によって前輪駆動（ＦＷＤ）用
トランスアクスル、後輪駆動（ＲＷＤ）用トランスミッション、および四輪駆動（４ＷＤ
）用トランスファ（副変速機）がある。転がり軸受は、例えばメインシャフトとメインド
ライブギヤとの間に介在するように取り付けられる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の玉軸受用保持器は、潤滑剤がポケット内を通過する際の抵抗を低減させたり、
ボールが運動する際にせん断する油膜量も少なくでき、この保持器を用いた軸受（玉軸受
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）のトルクを低減させることができる。しかも、内周面とボール（鋼球）との間の余分な
潤滑剤をこの間から排出することができ、余分な潤滑剤によるトルクへの影響を排除する
ことができる。また、ボール（鋼球）をポケット中央部に安定して保持することができ、
ボールのガタツキを防止でき、高品質の製品を提供できる。さらに、２枚の環状体を用い
るものであるので、遠心力による変形やボールの脱落を有効に防止できる。しかも、この
保持器は樹脂製であるので、安価で軽いという利点もある。
【００２１】
ボール非接触面が径方向端側に設けられるものであっても、ボール接触面のポケット周方
向両側に設けられるものであっても、ボール対向面とボールとの間の余分な潤滑剤を排出
できるようにでき、余分なオイルのトルクへの影響を安定して排除できる。
【００２２】
　鍔部を設けたものでは、内部（軸受内部）への潤滑剤の流入の制限、及び内部（軸受内
部）からの外部への潤滑剤の流出を防止でき、安定した潤滑剤の維持が可能で、トルク低
減を有効に達成できる。
【００２３】
　環状体の反合わせ側の端面をフラット形状とすることによって、潤滑剤の攪拌抵抗を低
減することができ、より一層トルク低減を図ることができる。
【００２４】
　保持器材料としては、引張伸び，引張強さ，耐衝撃性，耐摩耗性，潤滑性等に優れたポ
リアミド樹脂等を用いることができ、高品質な保持器を提供できる。
【００２５】
　本発明の玉軸受は、高速回転による保持器の変形の低減、及び潤滑油の流入量制限と攪
拌抵抗を低減させ低トルク化を図ることができる。このため、軸受を自動車に使用すれば
、燃費向上で環境に優しい運転が可能となる。すなわち、この軸受は自動車のトランスミ
ッション用に最適となる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施形態を示す保持器を用いた玉軸受の断面図である。
【図２】前記図１に示す保持器の要部拡大斜視図である。
【図３】前記図１に示す保持器の組み立て前の斜視図である。
【図４】前記図１に示す保持器の組み立てた状態の斜視図である。
【図５】前記図１に示す保持器の組み立て前の展開図である
【図６】前記図１に示す保持器の組み立てた状態の展開図である。
【図７】前記図５のＡ－Ａ線断面図である。
【図８】前記図５のＢ－Ｂ線断面図である。
【図９】前記図６のＣ－Ｃ線断面図である。
【図１０】前記図６のＤ－Ｄ線断面図である。
【図１１】本発明の他の実施形態を示す保持器を用いた玉軸受の断面図である。
【図１２】前記図１１に示す保持器の要部拡大斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施形態を図面に従って説明する。
【００２８】
　この実施形態の玉軸受１は、外径面に内側転走面２ａが形成された内輪２と、その内輪
２の外側に配置され、内径面に外側転走面３ａが形成された外輪３と、内輪２の内側転走
面２ａと外輪３の外側転走面３ａとの間に転動自在に介在された複数のボール４と、内輪
２と外輪３との間に配され、各ボール４を円周方向等間隔に保持する保持器５とで主要部
が構成されている。この外輪３あるいは内輪２のいずれか一方がハウジングなどの固定部
分に装着され、他方が回転軸などの回転部分に装着される。
【００２９】
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　保持器５は、図３に示すように、軸方向に向き合う二枚の環状体１０の対向面１１にボ
ール４を収容する半球状のポケット１２を周方向の複数箇所に形成し、環状体１０のそれ
ぞれの対向面１１を衝合させて二枚の環状体１０を結合させた対称形状を有する。この実
施形態の保持器５は、これら二枚の環状体１０を結合させるための結合構造(後述する)を
備える。
【００３０】
　この保持器５においては、図２に示すように、ポケット１２の内周面にボール接触面３
０とボール非接触面３１を設けている。すなわち、ポケット１２の内周面に凹部３２を設
け、この凹部３２をもってボール非接触面３１を形成している。
【００３１】
　ボール非接触面３１としての凹部３２は、一方の径方向端部側（外径側）に配設される
ポケット周方向部３２ａと、このポケット周方向部３２ａの両端側に設けられて内方に延
びる一対の端部３２ｂ、３２ｂとからなるコの字状の凹部である。このため、ボール接触
面３０は、凹部の端部３２ｂ、３２ｂ間に配設される中間部位３０ａと、内径側のポケッ
ト周方向部３０ｂと、外径側の端部３０ｃ、３０ｃとからなる。
【００３２】
　ボール非接触面３１としての凹部３２は、一方の径方向端（保持器外径面１０ａ）に開
口（開放）され、一対の環状体１０、１０が組み合わされた場合、各環状体１０、１０の
凹部３２、３２は相対面するように径方向同一方向（軸受外径側）に配設されている（図
１参照）。
【００３３】
　環状体１０の反合わせ側の外径部及び内径部に鍔部２４ａ、２４ｂを設けている。すな
わち、軸受外径側の鍔部２４ａは軸受外径側に延び、軸受内径側の鍔部２４ｂは軸受内径
側に延びる。この場合、反合わせ側の端面２１を、軸受軸方向端面と平行なフラット形状
（フラット面）とし、鍔部２４ａ、２４ｂの反合わせ面側の端面を突出側に向かって合わ
せ面側に傾斜させている。なお、このような鍔部２４ａ、２４ｂを設けることによって、
外輪３の内径面の軸方向端部に周方向切欠部２２を設けるとともに、内輪２の外径面の軸
方向端部に周方向切欠部２３を設けている。
【００３４】
　以上の実施形態の保持器５は、二枚の環状体１０を結合させるための手段として、以下
の結合構造を具備する。なお、この係合構造を説明するための図３～図６においては、図
面の簡略化のために、鍔部２４ａ、２４ｂの図示を省略した。このため、この図３～図６
に示す保持器５においても、実際には、鍔部２４ａ、２４ｂが形成されている。
【００３５】
　図３～図６に示すように、二枚の環状体１０のそれぞれは、ポケット１２の一方の周方
向端部の外径側を軸方向に延出させて外径側凸部１３を形成すると共に内径側を凹ませて
内径側凹部１４を形成し、かつ、ポケット１２の他方の周方向端部の内径側を軸方向に延
出させて内径側凸部１５を形成すると共に外径側を凹ませて外径側凹部１６を形成する。
【００３６】
　このように、二枚の環状体１０のそれぞれで、ポケット１２の一方の周方向端部に外径
側凸部１３および内径側凹部１４を形成すると共に、他方の周方向端部に内径側凸部１５
および外径側凹部１６を形成した構造を採用したことにより、一つの金型で製作した一種
の環状体１０を使用して一方の環状体１０と他方の環状体１０とすることができ、製品コ
ストの低減が図れる。
【００３７】
　この構造において、一方の環状体１０の外径側凸部１３を他方の環状体１０の外径側凹
部１６に挿入すると共に一方の環状体１０の内径側凸部１５を他方の環状体１０の内径側
凹部１４に挿入することにより、外径側凸部１３と内径側凸部１５を軸方向で係合させる
。また、外径側凸部１３と内径側凸部１５との係合面１３ａ，１５ａを、外径側凸部１３
および内径側凸部１５の基端側よりも先端側が厚肉となるように軸方向に対して傾斜させ
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ている（図７および図８参照）。
【００３８】
　図３及び図５に示すように、二枚の環状体１０のそれぞれの対向面１１を衝合させ、外
径側凸部１３と内径側凸部１５を所定の締め代でもって軸方向で係合させることにより、
その外径側凸部１３と内径側凸部１５との係合面１３ａ，１５ａに沿って摩擦力が発生す
る。また、外径側凸部１３と内径側凸部１５との係合面１３ａ，１５ａを、外径側凸部１
３および内径側凸部１５の基端側よりも先端側が厚肉となるように軸方向に対して傾斜さ
せたことにより、外径側凸部１３と内径側凸部１５との係合面１３ａ，１５ａの法線方向
に発生した反力の軸方向成分が現出する。
【００３９】
　この外径側凸部１３と内径側凸部１５との係合面１３ａ，１５ａに沿って発生する摩擦
力と、その係合面１３ａ，１５ａの法線方向に発生する反力の軸方向成分との相乗作用に
より、高回転により大きな遠心力が負荷された場合であっても、二枚の環状体１０が軸方
向に分離することを確実に防止することができる。
【００４０】
　このように、環状体１０のポケット１２の周方向両端部に、外径側凸部１３および内径
側凹部１４と内径側凸部１５および外径側凹部１６からなる結合部１８を設けたことによ
り、高回転により大きな遠心力が負荷された場合、一方の環状体１０と他方の環状体１０
が相互に軸方向外側へ離隔してポケット１２が開こうとしても、前述の結合部１８により
玉４をポケット１２内に収容した状態を維持することが容易となる。
【００４１】
　この実施形態の結合構造では、外径側凸部１３と内径側凸部１５との係合面１３ａ，１
５ａの傾斜角度θ（図７および図８参照）を５°以上とする必要がある。このように傾斜
角度θを設定することにより、高回転により大きな遠心力が負荷された時の係合面１３ａ
，１５ａの変形を抑制することが容易となり、係合面１３ａ，１５ａに反力の軸方向成分
を確実に作用させることができて二枚の環状体１０の結合力を確保することが容易となる
。なお、係合面１３ａ，１５ａの傾斜角度θが５°よりも小さいと、高回転により大きな
遠心力が負荷された場合、係合面１３ａ，１５ａの変形を抑制することが困難となり、係
合面１３ａ，１５ａに反力の軸方向成分を確実に作用させることが難しくなる。
【００４２】
　また、この結合構造では、図９および図１０に示すように、内径側凸部１５を外径側凸
部１３よりも厚肉にしている（ｔIN＞ｔOUT）。このように内径側凸部１５を外径側凸部
１３よりも厚肉にすることにより、高回転により大きな遠心力が負荷された際、外径側凸
部１３よりも厚肉にした内径側凸部１５の質量が外径側凸部１３よりも大きいことから、
その内径側凸部１５が外径側凸部１３よりも大きく変形する。ここで、外径側凸部１３と
内径側凸部１５との係合面１３ａ，１５ａは、外径側凸部１３および内径側凸部１５の基
端側よりも先端側が厚肉となるように軸方向に対して傾斜していることから、内径側凸部
１５の変形は、外径側凸部１３と内径側凸部１５との係合面１３ａ，１５ａでの結合力を
高めるように作用する。
【００４３】
　二枚の環状体１０は、この種の一般的に使用される耐摩耗性や耐焼き付等に優れた樹脂
、例えばポリエチレン、ポリアミド、ポリアセタール、ポリエチレンテレフタレート、ポ
リブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリフェニレンサルファイド、ポリエー
テルサルフォン、ポリエーテルイミド、ポリアミドイミド、ポリエーテルエーテルケトン
、熱可塑性ポリイミド、熱硬化性ポリイミド、エポキシ樹脂、フェノール樹脂等の合成樹
脂で形成することができる。さらには、ポリアミド、ポリフェニレンサルファイド、ある
いはポリエーテルエーテルケトン等の熱可塑性樹脂をベースとして、強度向上と寸法安定
性のために、ガラス繊維を添加したものも採用することができる。
【００４４】
　しかしながら、本発明においては、保持器５の保持器材料として、引張伸び，引張強さ
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，耐衝撃性，耐摩耗性，潤滑性等に優れたポリアミド樹脂を用いるのが好ましい。ポリア
ミド樹脂としては、ＰＡ６６（ポリアミド６６）であったり、ＰＡ４６（ポリアミド４６
）であったり、ＰＡ９Ｔ（ポリアミド９Ｔ）であったり、ＰＡ１１（ポリアミド１１）で
あったり、ＰＡ６（ポリアミド６）であったりする。このように、本発明では、保持器材
料として、引張伸び，引張強さ，耐衝撃性，耐摩耗性，潤滑性等に優れたポリアミド樹脂
を用いることができ、高品質な保持器を提供できる。なお、外輪３、内輪２、ボール４は
、例えば軸受鋼、浸炭鋼等の金属で形成される。
【００４５】
　この玉軸受に充填されるグリースは、基油、増ちょう剤及び添加剤から成る半固体状の
潤滑剤である。潤滑グリースを構成する基油としては、例えば、パラフィン系鉱油、ナフ
テン系鉱油などの鉱油、ポリブデン、ポリ-α-オレフィン、アルキルベンゼン、アルキル
ナフタレン、脂環式化合物等の炭化水素系合成油、または、天然油脂やポリオールエステ
ル油、リン酸エステル、ジエステル油、ポリグリコール油、シリコーン油、ポリフェニル
エーテル油、アルキルジフェニルエーテル油、フッ素化油等の非炭化水素系合成油等、一
般に潤滑グリースの基油として使用されている油であれば特に限定することなく使用でき
る。
【００４６】
　増ちょう剤としては、アルミニウム石けん、リチウム石けん、ナトリウム石けん、複合
リチウム石けん、複合カルシウム石けん、複合アルミニウム石けんなどの金属石けん系増
ちょう剤、ジウレア化合物、ポリウレア化合物等のウレア系化合物が挙げられる。これら
の増ちょう剤は、単独または２種類以上組み合せて用いてもよい。
【００４７】
　潤滑グリース用の公知の添加剤としては、例えば極圧剤、アミン系、フェノール系等の
酸化防止剤、ベンゾトリアゾールなどの金属不活性剤、ポリメタクリレート、ポリスチレ
ン等の粘度指数向上剤、二硫化モリブデン、グラファイト等の固体潤滑剤等が挙げられる
。これらを単独または２種類以上組み合せて添加できる。
【００４８】
　本発明では、内周面にボール非接触面３１を設けたことによって、ポケット内部を潤滑
剤が通過する際の抵抗を低減することができ、また、ボール４とポケット１２との間に形
成される油膜量を少なくできる。これによって、トルクの低減を図ることができる。しか
も、ボール非接触面３１を構成する凹部３２は、少なくとも一方の径方向端に開口してい
るので、内周面とボール（鋼球）との間の余分な潤滑剤をこの間から排出することができ
、余分な潤滑剤によるトルクへの影響を排除することができる。
【００４９】
　また、ボール接触面３０が内周面中央部に設けられるので、ボール（鋼球）４をこのポ
ケット中央部に安定して保持することができる。このため、ボール４のガタツキを防止で
き、高品質の製品を提供できる。ボール非接触面３１がコの字状の凹部３２にて形成され
ものでは、内周面とボール４との間の潤滑剤を遠心力によって排出しやすくなる。
【００５０】
　鍔部２４ａ，２４ｂを設けることによって、内部（軸受内部）への潤滑剤の流入の制限
、及び内部（軸受内部）からの外部への潤滑剤の流出を防止できる。このため、トルク低
減を有効に達成できる。環状体１０の反合わせ側の端面２１をフラット形状とすることに
よって、潤滑剤の攪拌抵抗を低減することができる。これによって、より一層トルク低減
を図ることができる。
【００５１】
　次に、図１１は他の保持器を用いた玉軸受を示し、この場合の保持器は、ボール接触面
３０は内周面のポケット周方向中央部であってポケット軸方向両端に達する長円形部２５
にて形成される。また、ボール非接触面３１はボール接触面のポケット周方向両側に設け
られる円弧形状の一対の凹部２６，２６にて構成される。両凹部２６，２６は径方向両端
に開口する。すなわち、保持器内径面１０ｂから保持器外径面１０ａに達し、保持器内径
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面１０ｂと保持器外径面１０ａとにそれぞれ開口している。
【００５２】
　なお、図１２に示す保持器５の他の構成は、前記図２に示す保持器５を同様の構成であ
り、図１１に示す玉軸受は、図１に示す玉軸受と同様の構成であるので、図１２に示し保
持器５及び図１１に示す玉軸受と同一部（同一部材）は図１と図２と同一の符号を付して
それらの説明を省略する。
【００５３】
　この保持器５であっても、ボール非接触面３１を設けたことによって、潤滑剤がポケッ
ト内を通過する際の抵抗を低減させたり、ボールが運動する際にせん断する油膜量も少な
くでき、この保持器を用いた軸受（玉軸受）のトルクを低減させることができる。また、
ボール接触面３０を設けたことによって、ボールのガタツキを防止でき、高品質の製品を
提供できる。さらには、この保持器においては、内周面とボールとの間の潤滑剤が軸受外
径側及び軸受内径側から余分な潤滑剤を排出することができ、余分なトルクへの影響を排
除できる。
【００５４】
　このように、本発明に係る保持器は、潤滑剤が通過する際の抵抗と、せん断する油膜量
の減少との両立が可能となり、トルクの低減を図ることができ、この玉軸受用保持器を用
いた軸受を自動車に使用すれば、燃費向上で環境に優しい運転が可能となる。すなわち、
この軸受は自動車のトランスミッション用に最適となる。
【００５５】
　以上、本発明の実施形態につき説明したが、本発明は前記実施形態に限定されることな
く種々の変形が可能であって、ボール接触面３０やボール非接触面３１の形状としては、
ボール接触面３０が、少なくとも内周面の中央部（ポケット周方向中央部であって径方向
中央部）に配置されるとともに、ボール非接触面３１がいずれか一方のポケット軸方向端
に開口するものであれば、図例のもの以外の種々のものを採用できる。
【００５６】
　ボール非接触面３１の大きさや深さ等としては、使用する潤滑剤等に応じて、潤滑剤が
通過する際の抵抗と、せん断する油膜量の減少との両立が可能となる範囲で種々変更する
ことができる。
【００５７】
　また、図１における軸受では、外輪３側にボール非接触面３１が開口しているが、逆に
内輪２側にボール非接触面３１が開口するものであってもよい。なお、ボールを保持する
ポケットの数として、その数は任意に増減できる。
【符号の説明】
【００５８】
２     内輪
３     外輪
４     ボール
５     保持器
１０   環状体
１１   対向面
１２   ポケット
２１   端面
２４ａ 鍔部
２４ｂ 鍔部
２５   長円形部
２６   凹部
３０   ボール接触面
３１   ボール非接触面
３２   凹部
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